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協働のまちづくり推進委員会（第６回）会議録  

 

日  時  平成２６年３月７日（金）１４：００～  

場  所  市役所分庁舎２階大会議室  

出席委員  久野会長，長德副会長，秋葉委員，飯嶋委員，大森委員， 

木田委員，小出委員，高木委員，橘委員，高澤委員， 

山田委員 

欠席委員  佐々木委員，石川委員，寒郡委員，佐伯委員 

事  務  局  市民活動推進課  

粕谷課長，岡村主査補，渡辺，小関  

〔会議次第〕  

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議題 

  （１）市民活動支援補助金制度（案）について 

  （２）市民活動支援補助金補助対象事業の公募について  

  （３）実施事業について 

４ その他 

  （１）平成２６年度第１回の会議日程について 

５ 閉 会 
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〔会議概要〕  

 

 

会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次第３ 議題  

（１）市民活動支援補助金制度（案）について  

事務局より説明をお願いします。  

 

市民活動支援補助金交付要綱について参考資料１，２により，現行

制度の要綱からの変更箇所について説明。  

【主な変更点概要】  

○補助対象団体及び事業について（要綱第２条）  

現行制度では補助の対象とならなかった自治会などの地縁による

団体の活動や趣味的な団体であっても，事業内容が市民活動であれ

ば補助の対象となりうる（単なる既存事業は対象外）。ただし，既

存事業であっても，事業の自立を図り，継続を確保する場合及び事

業を拡充する場合であれば，対象となりうる。自立・拡充にあたる

かどうかは審査会での審査による。  

○補助対象外及び交付決定の取消しについて（第２条２項，１６条） 

下記の補助対象外のケースを追加。  

・営利を目的とする事業及び団体  

・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業  

・地区住民の交流会その他の親睦的事業  

・公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業  

交付決定後，これらに違反した場合は，決定を取り消し，補助金の

返還を求めることができる。  

○補助金の交付回数の限度について（要綱第４条２項）  

同一年度内において１団体あたり１事業とする。チャレンジ部門，

コラボ部門については，同一事業は２回までだが，別の事業であれ

ば何度でも申請することができる。  

○意見交換の機会について（要綱第６条の２）  

団体が応募する際に，意見交換を希望する部署を指名し，その部署

と応募団体，市民活動推進課の３者で意見交換を行う。  

○経過措置について（要綱附則）  

制度改正に伴い，現行制度でチャレンジ部門で２回交付を受けてお
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り，なおかつ平成２５年度にチャレンジ部門を活用している事業に

ついては，平成２６年度に限りチャレンジ部門を１回活用できるこ

ととする。  

○要綱別表第１について  

コラボ部門を新設し，別表第１を縦書きにすることで，別表第２の

アルファベット表記と対応するようにした。  

○補助対象経費について（要綱別表第２）  

・講座や研修等の受講にかかる費用が負担金として補助対象経費と

なる。  

・草刈り機等の燃料費が需用費として補助対象経費となる。  

・保険料について，市民活動総合補償制度導入に伴い，その範囲と

重なるボランティア保険については補助対象経費から除く。  

○補助対象外経費について（要綱別表第２備考）  

・報償以外の商品券等の金券の購入代金は補助対象経費としない。 

・現行制度では土地の取得，造成及び補償に関する経費を補助対象

経費としないとしていたが，土地のみでなく不動産とする。  

 

審査方法について参考資料３の採点票により説明。  

【審査方法概要】  

・３部門とも５つの大項目（公益性，事業の目的と効果，実現性，

期待度，継続性）を設け，１つの項目につき５点を配分し，２５点

満点とする。  

・すべての大項目の中に３つの小項目を設け，そのうちの２つの項

目については０～２点で採点する。点数の評価の基準について，２

点が評価できる，１点が普通程度，０点が評価できないとする。  

・小項目のもう１つは，２つの小項目の他に大項目の要素が認めら

れる，見込める，期待できると審査員が判断した場合に１点加点す

ることができる。  

・全審査員の点数を足し上げ，審査員数で割り，平均点をその団体

の得点とする。その得点が１５点に満たない場合は不採択となる。 

・上記方法によることで，どの項目で審査員からの評価が高い，あ

るいは低かったのか，ある程度傾向がわかりやすい。  
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会長  

 

 

A 委員  

 

事務局  

 

A 委員  

 

B 委員  

 

 

事務局  

 

 

B 委員  

 

会長  

 

 

 

 

 

C 委員  

 

 

 

 

 

 

会長  

 

交付要綱と採点方法について説明がありましたが，委員の皆さんか

ら質問はありますか。  

 

採点票は団体に公開するのか。  

 

公開は従来通りしません。  

 

承知した。  

 

聞き逃してしまったので，別表第２の保険についてもう一度説明願

いたい。  

 

平成２５年度から市で保険に加入しているため，重複しないよう

に，ボランティア活動保険については除くとしています。  

 

承知した。  

 

交付要綱と採点方法について具体的に確認していきたいと思いま

す。  

まずは交付要綱について，事前に活発なご意見があったと思います

ので，意見が盛り込まれているかご確認ください。  

大きな改善点がありますので，副会長よりお願いします。  

 

今まで自治会等の地縁による団体は補助が重ならないよう市民活

動支援補助金は受けられないとなっていたが，今回は受けられるよ

うになった。しかし，一般市民が見たときにすぐに読み取れるか不

安に思う。自治会の範囲を越えて公益的活動をする場合，市はサポ

ートするというのをわかりやすく明記した方がよいと会長に提言

した。  

 

外部の識者から，富里の補助金は理念や制度が参考になる部分があ
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D 委員  

 

 

会長  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るという評価を頂いております。C 委員がご指摘されたことについ

てですが，以前は地縁団体は二重交付になるということで，交付し

ていませんでしたが，新制度では地縁団体が行う市民活動について

は対象となります。富里市のサポートセンターの設置に関して，お

世話になっている川北先生のお話では，震災以降，従来の自治会活

動が大きく変わっており，以前はお祭りなどのイベントが多かった

けれども，様々な事業活動へシフトしてきているとのことでした。

そういった変化に一早く対応しようという改正であり，富里市の理

念の先進性が現れているように感じます。もう少し表現として明記

してほしいというご指摘でした。  

他に要綱について御意見はありますか。  

 

事前に資料に目を通させてもらったので，説明においても理解する

ことができた。特に質問はない。  

 

それでは，補助金要綱を確定してよろしいでしょうか。  

 

（委員一同了承）  

 

（２）市民活動支援補助金補助対象事業の公募について  

平成２６年度市民活動支援補助金の公募について参考資料４，５に

より説明。  

 

【平成２６年度補助金公募概要】  

・応募期間は４月１日（火）～４月３０日（水）。  

・広報とみさと４月１日号及び１５日号に募集記事を掲載し，市の

ホームページにも掲載する予定。  

・募集要項を各公共施設へ設置し，周知を図る。  

・団体からの応募の際に市民活動推進課がチェック後，新たに取り

入れた意見交換を行い，団体，関係課，市民活動推進課で情報共有

をする。応募からプレゼンを行う前の段階で実施する。  

・審査会については，応募締切から３週間以内に行う必要があるた
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会長  

 

D 委員  

 

 

 

 

E 委員  

 

 

 

C 委員  

 

 

 

事務局  

 

 

D 委員  

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

C 委員  

 

め，会長及び副会長と調整し，日程が決まり次第通知する。  

 

委員の皆さんから質問・ご意見はありますか。  

 

今まで補助金を応募した団体が，当補助金の情報をどの様な情報源

から取得しているか把握しているか。知っていたら応募したかった

と思う団体があると思う。年配者の多い団体だと HP を見るところ

は少ない。そのところに視点を合わせた PR も必要になる。  

 

前回申し上げたが，補助対象団体にはポスターなどに市民活動支援

補助金対象事業だという旨を入れてもらうことにより，自分たちも

申請してみようという PR になると思う。  

 

募集要項をいろんなところに置くことはいいが，自治会も対象にな

るということを自治会長に周知してはどうか。広報とみさとにも大

きく載せてほしい。  

 

改正しましたというチラシのようなもので PR できればと思いま

す。  

 

回覧も有効な手段だが，回覧を見ないで回すケースが多い。できれ

ば全世帯配布をしてもらいたい。  

 

周知のことで委員さんが気にかけていますが，小さな工夫が必要だ

と思います。補助金を受けて活動する団体には，活用している旨を

表示してもらうとか。口コミは非常に効果が大きいので，委員の皆

さんの関連団体へ周知してほしいと思います。  

富里市のいろいろな各種協働のまちづくり事業は関連があり，串刺

ししているので，まだまだ工夫の余地はあると思います。  

 

コラボ部門を作ったのは，市民活動を大きく広げる画期的な改正だ

と思う。大いに市民に知らせていかなければならない。  
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B 委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

F 委員  

 

 

 

 

E 委員  

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

ポスターに補助事業であるといったことを表示するなど小さい工

夫は必要だが，「市民活動支援補助金募集要項」が固いイメージが

ある。市民活動がそもそも固い。この前のハロウィンをやってみた

いなどに直結しない。子育て世代にもグループを作って活動をして

ほしいと思う。チラシを作るなら，こういう団体が補助を受けてい

るというようなものを載せておくとよいと思う。題名だけでいく

と，手に取らないのでは。特に若い人には市民活動は年配がやるも

のだといった感じで，手に取ってもらえないのでは。  

 

市民活動している人たちは，公民館やコミュニティセンターを使っ

ていると思うが，施設の利用申請の時にチラシを渡すとよいのでは

ないか。渡したリストを作ってもらう。知らなかったがなくなると

思う。  

 

今回の改正ではコラボ部門が特徴的である。市民活動フェスタに参

加したが，それぞれ市民活動を一生懸命やっているが，コラボして

いくともっと広がっていく部分もあると感じた。従来の市民活動団

体が他の団体と活動を拡充させていくことで，市民が市民活動団体

を知る機会にもなる。単独ではできないことでも，他の団体とコラ

ボできるかもしれないというのが浸透していくといい。コラボの

PR をメインにチラシを作っていただけたらと思う。  

 

補助金の制度案についてはご意見はありませんか。事務局案でよい

ということで議題２を終わります。  

 

（委員一同了承）  

 

（３）実施事業について  

実施事業について資料１～４により説明。  

 

＜サポートセンター研修会について（資料１）＞  
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会長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日，四街道市みんなで地域づくりセンターさんと川北先生をお招

きしてサポートセンターに関する研修を実施しました。復習として

７つの支援力について説明願います。  

 

①相談対応力②調査・情報収集力③情報の編集・発信力④コーディ

ネート・ネットワーキング力⑤資源の掘り起こし・提供力⑥人材育

成力⑦政策提言力  

 

協働のまちづくりを推進していく上で，絆を大切にしていきたいと

思いますが，その中核となるのがサポートセンターだと思います。 

相談対応力についてですが，例えば，市民活動団体を立ち上げたい，

活動をしているが困っているという相談に対し，対応できるかどう

かです。補助金についても申請や報告の際にどういう風にまとめた

らいいかという相談にも対応できるようにしておく必要がありま

す。  

調査・情報収集力についてですが，市内にこういった資源があると

いうデータベースがあれば，課題を持っている団体に対して，つな

ぎ役として機能できます。そのためには富里市の市民活動の実態を

調査し，情報を収集する必要があります。  

情報の編集・発信力についてですが，今までの行政は，情報を発信

するばかりで受信が少ないと思います。SNS を使って双方向の情

報交換が出来る機能を持たせたいと思います。  

コーディネート・ネットワーキング力，それから資源の掘り起こ

し・提供力についてですが，様々な事業を進めていく中で，例えば

耕作放棄地を公園として活用したいという場合，利害関係者と調整

を行い，資源を提供していけるかどうか。それから人材育成力，政

策提言力，これらの７つの支援力がサポートセンターには必要にな

ります。  

２７年度の秋くらいに立ち上がる予定で，すでに建物の計画と設計

はできていますが，問題は７つの支援力を誰がやるのかということ

です。これについては，高名な専門家を招くわけではありません。

ハローワークで募集して普通の人を雇うというのが他市のやり方
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事務局  

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

です。四街道市のセンターのコーディネーターも研修会に来てもら

いましたが，最初は何をやっていいのかわからなかったそうです。

富里市のセンターもこれからゼロから始めるにあたり，センターの

検証・提言を当委員会で行うので，見識を深め活発に議論してほし

いと思います。  

今回の研修会では，市の状況説明，先進事例発表，川北先生の講座，

意見交換会を実施し，資料１の最後のページにハード面，ソフト面，

協働のコーディネートについて，参加者からあげられた意見を掲載

しています。何かご質問はありますか。  

次に進めたいと思います。  

 

〈協働のまちづくり講座について（資料２）〉  

これから地域活動をしてみようという人を対象に実施しました。事

前申し込みにしなかったこともあり，参加者が少なかったですが，

委員の皆さんからこうした方がよいという助言があればお願いし

ます。  

 

一般市民の方に市民活動に興味を持っていただきたいということ

で，推進計画の一つ，協働のまちづくり講座として実施している事

業です。特になければ次に移ります。  

 

〈とみさと協働塾について（資料なし）〉  

資料はありませんが，とみさと協働塾を１月２１日（火）に実施し，

現在報告書を作成中です。できあがり次第，委員の皆さんに報告書

を送付します。今回の協働塾では，「地元の資源を活用した地域活

性化の可能性『富里の味の伝承』」をテーマに意見交換を行い，商

工会青年部の方を中心に「富里ご当地グルメ選手権」でグランプリ

に輝いた「ぴーなっつ富里ん（ぷりん）」の今後の方向性について

探りました。  

 

協働のまちづくり推進計画の中で，担い手づくりとして協働塾を実

施しています。塾長は中村正明先生にお願いしており，ファシリテ
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会長  

 

 

 

B 委員  

 

 

 

 

C 委員  

 

 

 

ーターとしては一流で，人づくりに尽力されています。四街道市を

市民活動の先進事例として紹介していますが，市民活動リーダー育

成講座を中村先生に依頼したことがきっかけで，参加者の消防団の

団員や高齢者などが，市議会議員や町おこしのリーダーになってい

ます。皆さんも機会があれば傍聴していただきたいと思います。次

に移ります。  

 

〈市民活動フェスタについて（資料３）〉  

今回市で実施した市民活動フェスタの参加団体数は，昨年から７団

体増え，３４団体が参加し，当日は富里高校の高校生７名がボラン

ティアとしてお手伝いしてもらい，また，小学校５・６年生２名が

子ども記者として会場内を取材し，最後に記事を作成しました。記

事作成については，市民活動団体であるきょうざん会のサポートを

受け，E 委員にお手伝いいただきました。現在，市のホームページ

の市のできごとの欄に，簡易版で市民活動フェスタを開催しました

という記事を掲載しています。今後，詳細版のページとして作成し，

子ども記者の記事と共に公開します。また，広報３月１５日号にも

市民活動フェスタを開催しましたということで掲載する予定です。 

 

３４団体が参加してくれていますが，市民活動フェスタは市民活動

団体の横のつながりの創出と一般市民への市民活動の周知を目的

に開催されています。  

 

プログラムの参加団体紹介カードについて，５，６団体ほど市民活

動支援補助金を活用している団体があるので，活用している旨を載

せてもよいと思う。また，バラバラに並べるより分野ごとに並べる

ことで，分野内でのつながりが作りやすくなると思う。  

 

非常に熱意をもって頑張っている団体から，フェスタに出ただけで

横のつながりがもてなかったという意見があった。反省会ではない

が，協働というテーマで意見交換が出来たらと言う意見があった。 
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会長  

フェスタはまだ２回目ですが，今後育っていくと思います。  

 

C 委員からご意見があったことについて，交流会を実施したいと考

えています。参加した団体にお声かけして，反省会というと堅苦し

くなってしまうので，自由に意見交換が出来る機会を設けたいと思

います。  

 

フェスタに参加させてもらい，考えるところがある。チームドデン

が非常に盛り上げてくれて素晴らしかった。フェスタ当日は人を惹

きつけよくやってくれた。今回のフェスタの成果の一つと言える。

こども記者についても子どもの目線で，市民活動団体を捉えてお

り，大人からすると非常に参考になる。若者の参加を一層充実させ

ていく事で，子ども達が成長していく中で市民活動団体を形成し，

富里市を活性化させていくというエネルギーになると思う。フェス

タは，まだ２回目だがすでに十数回やっているイベントのようで大

変高く評価できると思う。  

 

〈協働のまちづくり講座について（資料４，マッチング講座）〉  

フェスタは市民活動を紹介する場の一つですが，さらに踏み込ん

で，マッチング講座を実施しました。説明をお願いします。  

 

協働のまちづくり講座の一つとして，３日間コースで実施していま

す。１日目は２月１２日に既に実施しており，実際に市民活動をし

ている団体と活動をしてみたいけどまだ踏み込めないでいる人を

引き合わせる場として実施しました。７つの市民活動団体と２２名

の活動希望者から参加申込みがあり，当日は１９名が参加しまし

た。欠席した人でも，団体の体験への申込みができるように団体へ

取り計らい，欠席者にも参加を促しました。活動希望者には体験の

希望を団体に個別に申し込んで体験してもらい，３月２７日に体験

の報告会を実施します。  

 

これはだいぶ踏み込んだ内容で，よい企画だと思います。この講座
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会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 委員  

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

の良い点は，ボランティアプログラムを発表するとともに，興味を

持った市民が体験できるところです。協働のまちづくり講座の一環

として行われていますが，市民活動事業や人づくりのサポートをし

ている中間支援組織である NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポ

ートクラブがコーディネートしてくれています。代表理事である牧

野氏をはじめとして，サポートセンターの人材づくりにも期待して

よいと思います。  

他にも協働のまちづくり推進計画に掲げる２９の事業が並行して

動いているので，関わってみてほしいと思います。  

 

（資料３の補足資料としてこども記者が作成した記事を配布。）  

 

サポートセンターの七つの支援力の中に，情報編集・発信力があり

ますが，情報の発信を子ども達に担ってもらい成功した事例があり

ます。佐倉市の事例で子どもが番組を持って，編集会議を行い，佐

倉高校の放送部や情報大学の学生がサポートしました。番組作りの

企画，アナウンサー役を小学生が担い，大人は立ち入り禁止，嫌い

なことはしないなどのルールがります。実際に大人気の番組とな

り，例えば「駅前のおいしいパン屋に来ました，おいしいパン屋は

何ですか」といった問答をします。その番組は視聴率 NO１を記録

し，放送後パン屋も儲かったという好事例です。  

 

こども記者の記事作成に携わったが，市で顔写真入りの身分証を作

ってくれて，とても好評だった。また，子ども達が新聞を両親に見

せたいということでコピーして持って帰っていった。我々はアドバ

イスをほとんどしなくても，子どもが自ら作った。もっと記者を募

集して，表彰があってもよいと思う。子ども達を巻き込んで，将来

富里市の人材となるようアプローチする必要があると思う。  

 

子どもの情報収集力・発信力は侮れず，聞けないことも聞けます。

大人だと身構えてしまいますが，子どもだと受け答えし易いという

メリットもあります。  
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様々な事業を展開していますので，委員の皆さんもご助力をお願い

したいと思います。  

 

次第４ その他  

・平成２６年度第１回会議について  

補助金審査と同時に開催したいと考えており，審査会終了後に会議

とし，日程については会長副会長と調整し連絡する。日時は５月中

旬，午後１時からを予定している。２５年度の事業の取組実績を取

りまとめたものを委員の皆さんにお示しし，それに対するご意見・

評価を頂く。  

・消費者行政推進連絡協議会の事業についての参加報告  

資料５により説明。  

 

～閉会～  

 

 


